
 

- 1 - 

 

2020年２月 14日 

お客様各位 

 

                                        不動産特定共同事業者 

                                                     （金融庁長官・国土交通大臣 第 100号） 

東京都新宿区富久町９番 11号 

株式会社マリオン 

代表取締役 福田敬司 

 

対象不動産（ＬＥＧＡＬＡＮＤ参宮橋）の追加取得完了に関するお知らせ 

 

事業者である株式会社マリオン（以下、「本事業者」といいます。）は、2020年 2月１日付で、下記のと

おり、対象不動産の追加取得（以下、「本取得」といいます。）を完了しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１. 対象不動産の表示（＊１） 

土 地 

 

 

 

所 在 

地 番 

地 目 

地 積 

東京都渋谷区代々木五丁目 

54番７ 

宅地 

223.07㎡ 

建 物 所 在 

家 屋 番 号 

種 類 

構 造 

床 面 積 

 

 

 

 

延 床 面 積 

東京都渋谷区代々木五丁目 54番地７ 

54番７の２ 

共同住宅 

鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付き４階建 

１階  76.69㎡ 

２階 110.61㎡ 

３階 111.03㎡ 

４階 111.03㎡ 

地下１階  89.77㎡ 

地下１階 499.13㎡ 

 

その他の対象不動産を特定するために必要な表示 

建 物 の 名 称 ＬＥＧＡＬＡＮＤ参宮橋 

住 居 表 示 東京都渋谷区代々木五丁目 54番４号 

建 物 の 総 戸 数 住宅 15戸 

駐 車 場 ３台 

築 年 月 日 2019年３月 15日 

土地・建物の権利形態 所有権 

https://stg.i-bond.jp/
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対象不動産の写真 

 

 

          

https://stg.i-bond.jp/
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２. 対象不動産の追加取得をした日 

  2020年２月１日 

 

３. 対象不動産の価格 

  523,000,000円 

 

４. 対象不動産の鑑定評価額（＊２） 

  523,000,000円 

 

５. 譲渡人と本事業者との関係 

  利害関係人取引 

譲 渡 人 株式会社マリオン 

本 事 業 者 株式会社マリオン 

 

６.追加取得をした日における対象不動産の財産の状況 

現預金 - 未払金 - 

対象不動産 523,000,000 優先出資 496,850,000 

  劣後出資 26,150,000 

  剰余金 - 

  （うち、優先出資利

益分配額） 

- 

計 523,000,000 計 523,000,000 

 

７. 対象不動産により営む不動産取引の方法 

賃貸及び売買 

 

８. 修繕費、損害保険料その他の対象不動産を管理するために必要な費用の負担に関する事項 

 項目 負担内容 

１. 管 理 費 主に建物管理 

２. 広 告 宣 伝 費 主に賃借人募集に係る広告宣伝 

３. 保 険 料 
主に火災/落雷/破裂/爆発/風災/雹災/雪災/水災/盗難等/破損等

の補償に対する保険料 

４. 修 繕 費 主に設備不具合等による修繕、賃借人解約に伴う原状回復等 

https://stg.i-bond.jp/
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５. 消 耗 品 費 主に共用部及び専有部の備品、部品交換等 

６. 水 道 光 熱 費 
電気料金/主に共用部の電気等 

水道料金/主に共用部の清掃等 

７. 通 信 費 主に切手代等 

８. 支 払 手 数 料 主に法定点検、管理会社への銀行振込手数料等 

９. 租 税 公 課 主に固定資産税、都市計画税等 

10. そ の 他 1～9以外の必要経費等 

 

９. 対象不動産の売却等の予定の有無 

   現時点で対象不動産の売却予定はございません。 

   対象不動産は中長期保有を目的に取得しており、短期売却（取得後 1年以内）は行いません。 

 

10. 本取得によるポートフォリオ概況（参考） 

 建物名称 用途 地域 取得価格 投資比率（＊３） 

１. AIFLAT dokanyama 住居 首都圏 570,000,000円 36.99％ 

２. マリオン桑園 住居 政令指定都市 448,000,000円 29.07％ 

３. LEGALAND参宮橋 住居 首都圏 523,000,000円 33.94％ 

 

（＊１）対象不動産の所在地等の記載は、登記情報の表示をもとに記載しています。 

（＊２）対象不動産の鑑定評価額を示す資料は、不動産鑑定評価書（一部抜粋）をご参照ください。 

（＊３）小数点第３位を四捨五入して記載しています。 

以上 

i-Bond とは 

これまで、お金の置き場は「預貯金（第１の置き場）」か「投資（第２の置き場）」の二者択一が一般的でした。そこで、i-Bond のコンセプト

は、「預貯金（第１の置き場）」か「投資（第２の置き場）」の間に位置する「お金 第３の置き場」®としました。 

株式会社マリオンが提案する「お金 第３の置き場」®は、預貯金の金利（第１の置き場）より高い分配金と投資（第２の置き場）より低いリ

スク、そして現物不動産より高い流動性によって、いつでも出し入れが自由な商品です。また、お客様の大切なお金の自由度を高めること

を目的に、①24 時間 365日買取請求の受付が可能、②手数料０円、③少額からはじめられる、３つの特長を兼ねそろえています。 

商品名は、「i-Bond（アイボンド）」。「愛」、「仁」すなわち「おもいやり」という根本思想（人間愛）と ICT（インフォメーションアンドコミュニケ

ーションテクノロジー）の「i」を合わせた当社ブランドです。 

i-Bond ホームページ https://www.i-bond.jp/ 

 

 

 

 

https://stg.i-bond.jp/
https://www.i-bond.jp/
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不動産鑑定評価書写し（一部抜粋）

 

 

https://stg.i-bond.jp/
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不動産鑑定評価書写し（一部抜粋） 

 

 

 

https://stg.i-bond.jp/
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不動産鑑定評価書写し（一部抜粋） 

 

以上 

https://stg.i-bond.jp/

